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１ 乳幼児期における人権教育



１ 乳幼児期における人権教育

第2節 人権教育の指導内容と指導方法
３． 指導方法の在り方
（４）児童生徒の発達段階等を踏まえた指導方法の工夫
【参考】発達段階に即した人権教育の指導方法
１：幼児期

幼児期は、自他の認識や自意識は明確ではないが、他者の存在に
気づく時期であり、遊びを中心にして友達との関わりあいの中で、社
会性の原型ともいえるものを獲得していく。（中略）
幼児にとっては、生活の場自体が学びの場であり、人権感覚の芽生
えの場でもある。
こうした幼児期の特徴を踏まえて、遊びを中心とする生活の場で、自
分を大切にする感情とともに、他の人のことも思いやれるような社会
的共感能力の基礎を育むという視点が必要である。

人権教育の指導方法等の在り方について【第3次とりまとめ】～指導等の在り方編～



１ 乳幼児期における人権教育

各学校において人権教育を進めるにあたっては、まず、

教職員自身が人権尊重の理念を十分に認識することが

肝要です。その上で、人権に関する知的理解を深めさせ、

人権感覚を身に着けさせる指導を組織的・計画的に進め

ることにより、児童生徒が「自分の大切さとともにほかの

人の大切さを認めること」ができるようになり、それが様々

な場面や状況下での具体的な態度や行動に現れること

をめざしていくこととなります。

「福岡県人権教育推進プラン」福岡県教育委員会



就学前における教育の推進

乳幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培わ
れる極めて大切な時期です。
この時期に人権尊重の精神の芽生えを育むことが

重要であることを踏まえ、一人ひとりの幼児の家庭
環境、生活状況やその背景を十分に理解し、幼稚園
や保育所などの幼児教育では、心身の調和のとれ
た発達の基礎を築くことができるよう支援します。

「福岡県人権教育・啓発基本指針（改定）」福岡県 2018年

１ 乳幼児期における人権教育

人権教育の指導の出発点ー子どもの理解ー



「人権教育研修会資料集（平成31年4月）」福岡県教育委員会

〇子どもと日々向き合う中で、表情の変化、思いや
願い、友だち関係、生活背景、家庭環境、などをしっ
かりととらえ、一人一人を支援するというたち場から
指導することが重要

〇家庭訪問などから、保護者の思いや願いを聞き、
生活背景や家庭環境などを把握し、現象として見え

る事柄だけで一面的に判断しないことが重要

１ 乳幼児期における人権教育

人権教育の指導の出発点ー子どもの理解ー



「人権教育研修会資料集（平成31年4月）」福岡県教育委員会

〇様々な人権上の課題と向き合って生活している子ど
もがいます。子どもの背景にある生活や現実の厳しさ
を見抜きながら、子どもの成長や変化を生み出し、支
援していくことが大切です。

⇒活動内容、表現等に対する子どもの反応に留意
⇒日ごろから適切な子ども理解や、保護者理解に努
め、家庭・地域等と連携を図ることが大切

１ 乳幼児期における人権教育

人権教育の指導の出発点ー子どもの理解ー



２ さまざまな人権課題について



２ さまざまな人権について (１)児童虐待

（厚生労働省 福祉行政報告例の概況）

令和２年 ２０５,０４４件



改正児童虐待防止法

（第５条）
学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団
体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士
その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやす
い立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければな
らない。

２ さまざまな人権について (１）児童虐待

（第６条）
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これ
を市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は
児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは
児童相談所に通告しなければならない。



２ さまざまな人権について (１）児童虐待

虐待発見のポイント例
・アザや傷 等
・子どもの発言
「帰りたくない」
「お家で毎日叩かれる」
「昨日、ご飯食べなかった」
（食べさせてもらえなかった） 等
・保護者に対する態度
怖がる・隠れる 等

・健康面
体重の減少
病院につれていってない 等



・服装
・持ち物
・お弁当
・給食費等の納入金の納入状況
・子どもの会話やつぶやき

等

２ さまざまな人権について (２）子どもの貧困

見守るポイント



OUTJAPAN HP より

２ さまざまな人権について (３）性の多様性



OUTJAPAN HP より

２ さまざまな人権について (３）性の多様性



教育現場では・・・

２ さまざまな人権について (３）性の多様性

①不必要に男女を分けない
（名簿、並び方、役割、役柄、順番 等）
⇒男女共同参画の意識

②制服の検討
③教職員の研修の充実
（気づき、声かけ、カウンセリング 等）
④保護者への啓発



・自分自身の性的指向や性自認に気付く年齢には、
個人差があり、乳幼児期でも自覚する子がいる。
・「性の多様性」に関わっていじめが起きる可能性
がある。
・意図せずアウティング（その人の性のあり方を本
人の許可なく、第三者に伝えてしまうこと）をする
可能性がある。

２ さまざまな人権について (３）性の多様性



２ さまざまな人権について （３）性の多様性



２ さまざまな人権について (４) 外国にルーツを持つ子ども

子ども

・言語
・学びの経験
・宗教や文化による違い
・友達との人間関係

どのようなことに困り感があるか？

※「困り感」という言葉は、
学研の登録商標

保護者

・言語
・宗教や文化による違い
・保護者同士の人間関係

情報検索サイト「かすたねっと」文部科学省
https://casta-net.mext.go.jp/



２ さまざまな人権について (４) 外国にルーツを持つ子ども

大切にしたいこと

○一人ひとりの生活背景をとらえ、配慮すべき
ことを含め、子どもや保護者の理解に努める。

○園全体の課題として捉え、園長先生をはじめとし
て、当事者の支援につながる関係機関や行政と連
携し全職員で取り組む。

○子どもたち、園にとって、メリットとして捉える。

「園」がどの子にとっても「安心できる場所」
であること



３ 新型コロナウイルス感染症に関わって



３ 新型コロナウイルス感染症に関わって

『新型コロナワクチン接種についてのお知らせ』（厚生労働省）



〈児童生徒間でのワクチン接種の有無による偏見や差別の防止〉
〇教職員の共通理解

…児童生徒の間でワクチン接種の有無による偏見や差別が生じることが懸念されるため、指導

にあたる教職員が次の点について共通理解を図ること。

・ ワクチン接種は強制されるものではなく、受けるかどうかは本人や保護者の判断が尊重され

るものであり、差別的取扱いのないようにすること。

・ 児童生徒の予防接種歴については、他の児童生徒等に知られることのないよう個人情報とし

ての取り扱いに十分留意することは当然であり、偏見や差別の防止の観点からも児童生徒等の

ワクチン接種の有無を暴露したり、他の児童生徒等がいる前でワクチン接種の有無を言わせた

りすることがないように細心の注意を払う必要があること。

〇児童生徒等への指導

・ 児童生徒等に対しては、発達段階に応じて、身体的な理由等の様々な理由によって、ワクチ

ンを接種することができない人や接種を望まない人がいることを十分理解させ、児童生徒間で

ワクチンの接種を強いるような雰囲気をつくらないように指導すること。

・ ワクチン接種についても、校内の相談体制を十分に整えること。

『学校における新型コロナウイルス感染症に係る児童生徒等の人権への配慮について（通知）』
（３教人第2248号・令和4年3月4日）より

３ 新型コロナウイルス感染症に関わって



おわりに

「教職員」として
人権に関する知的理解を深め、人権感覚を磨き続ける

・児童生徒の心の痛みに気づき、人権が尊重されているかを判断
できる確かな人権感覚を身につける

・教育活動、日常の生活場面の中で、言動に潜む決めつけや偏見
がないか、繰り返し点検する

・人権尊重の精神を基盤に、人間関係能力、コミュニケーション
能力などを高める

・児童生徒理解を深め、カウンセリングの技法など、子どもへの
働きかけを有効に行うための技法を身につける

・情報化の進展に伴う新たな人権課題の実態を知る

『人権教育指導者用手引き』（福岡県教育委員会 平成21年3月）p.12


